
初回のご相談は、無料です。
～お気軽にご相談ください～

◆預貯金・株式・不動産などの資産承継◆
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◆出張受付日程表
　受付時間：午前9時～午後3時30分　　　

と　き ところ

2月5日（火）・6日（水） 三谷公民館

2月7日（木） 大塚公民館

2月8日（金） 西浦公民館

2月12日（火）・13日（水） 形原公民館

※ ふるさと納税のワンストップ特例制度の申
請書を提出された方が申告をする場合、特
例の適用が受けられなくなります。

※ 出張受付は毎年大変混み合うので時間に余
裕を持ってお出かけください。

◆申告に必要なもの
○印鑑
○マイナンバー（個人番号）カードまたは通知カード、　
　運転免許証、健康保険被保険者証など　　　　　　　
○本人名義の預金通帳など（口座番号がわかるもの）
○給与・公的年金などの源泉徴収票（コピー、年金支払
　通知書不可）
○控除を受けるための証明書など
・医療費控除…医療費控除の明細書、領収書、証明書
・社会保険料・障害者控除…領収書、証明書など
・生命保険料・地震保険料控除…控除証明書
・扶養・配偶者(特別)控除…その方の所得がわかるもの
・寄附金控除…寄附した団体の領収書など

◎年金受給者・住宅取得者事前相談会
と　き　２月6日(水）～２月15日（金）※土・日曜日、祝日を除く
ところ・問合先　豊橋税務署 （☎︎0532◆52◆6201）

税務課☎ 66 ◆ 1116

市県民税申告の出張受付のご案内

◆国税に関する相談は豊橋税務署で
① 事業所得（営業・農業）、不動産所得、土地・建物・

株式等の譲渡所得、山林所得、申告分離選択の配当
を確定申告する方

② 初めての住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の
確定申告

③贈与税、消費税の申告をする方


